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伊方町定住促進奨励金交付要綱 

令和２年４月１日 

告示第30号 

（目的） 

第１条 この告示は、町内にある空き家の有効活用を図り、転入者の定住促進と併せて、

若者世代をはじめとする町内在住者の転出抑制を図るために町内に住宅を新築、購入又

は改修した場合に要した費用に対し奨励金を交付することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１) 定住 本町の住民として永住の意思を持って居住し、住民基本台帳に登録され、

かつ、生活の本拠が本町にあることをいう。 

(２) 取得 建築物を新築し、又は建売若しくは中古の住宅を購入し、不動産登記法

（平成16年法律第123号）に基づき自己の所有物として登記していることをいう。 

(３) 建築物 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に定める建築物をい

う。 

(４) 建築 建築基準法第２条第13号に定める建築をいう。 

(５) 新築 全く建築物のない敷地に、新たに建築物を造ることをいう。ただし、建築

物の全部を除却又は滅失した場合の改築を含む。 

(６) 改築 建築物の全部若しくは一部を除却したり、又は災害などによって滅失した

後、引き続き、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを建てることをい

う。 

(７) 増築 既に建築物のある敷地に、用途上不可分の関係にある建築物を新たに造る

ことをいう。 

(８) 移転 同一敷地内で建築物又はその一部を解体しないで、別の位置に移すことを

いう。ただし、別敷地に移す場合は、新築又は増築として取り扱う。 

(９) 改修 住宅を改築（建築物の一部を除却又は滅失した場合に限る。）し、増築

し、移転し、又は修繕することをいう。 

(10) 専用住宅 専ら人の居住の用に供する住宅をいう。 

(11) 併用住宅 同一建物に居住部分と店舗、事務所、賃貸等の部分が併存しているも
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のをいう。 

(12) 賃貸住宅 他人の居住用に貸し出すことを目的に整備された住宅をいう。 

（対象住宅） 

第３条 奨励金の交付対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は、次に掲げる要件

を満たすものとする。 

(１) 居住用に供する部分の延べ床面積が50平方メートル以上の専用住宅、併用住宅又

は賃貸住宅であり、定住することを目的とした取得又は別表に掲げる改修をした住宅

であること。 

(２) 延べ床面積の２分の１以上に相当する部分が専ら居住用に供されていること。 

(３) 過去にこの告示による奨励金の交付を受けた住宅でないこと。 

（交付対象者） 

第４条 奨励金の交付対象者は、前条に規定する対象住宅を取得又は改修した者で、次に

掲げる要件のすべてに該当する者とする。 

(１) 奨励金の交付申請者及び世帯員に、町税等の滞納がないこと。ただし、転入者に

ついては、転入前の町税等に滞納がないこと。 

(２) 奨励金の交付申請者本人が、対象住宅の登記名義人で所有権の５割以上を有して

いること又は登記名義人の許可を有していること。 

(３) 利用しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が伊方町暴力

団排除条例（平成23年伊方町条例第20号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以下

「暴力団員」という。）でないこと。 

（奨励金の額） 

第５条 奨励金の額は、対象住宅等の取得等に要した経費（消費税及び地方消費税を除

く。以下「取得経費等」という。）の範囲内で、次に掲げる区分により算出した額の合

計額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額とする。 

(１) 住宅新築 対象住宅の取得（中古住宅の購入を除く。）に要した経費に10分の１

を乗じて得た額とし、2,000,000円を上限とする。 

(２) 既存建築物除却経費 対象住宅を新築するために、当該対象住宅の敷地内に存す

る既存建築物の除却に要した経費に２分の１を乗じて得た額。ただし、1,000,000円を

上限とする。 

(３) 住宅改修・購入経費 対象住宅の改修及び中古住宅の購入に係る経費から
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1,000,000円を差し引いた額に10分の１を乗じて得た額とし、1,000,000円を上限とす

る。 

(４) 家財道具搬出等経費 第１号又は前号の実施に伴う家財道具の搬出等に係る経費

に３分の１を乗じて得た額。ただし、家財道具の搬出等に係る経費が50,000円以上で

あるものに限り、奨励金の上限は100,000円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、他の補助制度による補助金等を受ける場合においては、当

該他の補助金の額は、取得経費等から控除する。 

（交付申請） 

第６条 奨励金の交付の申請をしようとする者は、対象住宅の取得又は改修に係る費用を

支払後６箇月を経過する日までに、定住促進奨励金交付申請書（様式第１号）により、

次の書類を添えて町長に申し込まなければならない。 

(１) 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

(２) 平面図（改修の場合は、その内容が分かるもの） 

(３) 領収書等支払いを証する書類の写し及びその内訳がわかるもの 

(４) 対象住宅の登記事項証明書の写し（登記簿謄本の写し） 

(５) 世帯全員の住民票（世帯主と続柄を省略しないもの） 

(６) 町税等納税証明書（同一世帯の納税義務者を含む） 

(７) 取得住宅等の写真（改修の場合は、改修前と改修後） 

(８) 誓約書 

(９) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し 

(10) その他町長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条の規定による奨励金の交付申請を受理したときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、奨励金の支給を決定し、定住促進奨励金交付決定通知書（様

式第２号）により申請者へ通知するものとする。 

２ 町長は、前項の交付決定を行う場合において、奨励金の交付目的を達成するために必

要があると認めるときは、条件を付することができる。 

（奨励金の請求） 

第８条 前条の規定による交付決定を受けた者は、定住促進奨励金請求書（様式第３号）

を提出するものとする。 

（交付決定の取消し等） 
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第９条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった

ときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、奨励金の返還を命ずることが

できる。 

(１) 奨励金の交付の日から起算して５年以内に、対象住宅を売り渡し、譲渡し、交換

し、又は除却したとき。 

(２) 虚偽その他不正の行為により、奨励金を申請したとき。 

(３) その他町長が奨励金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、奨励金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事

由があると認めるときは、奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。 

３ 町長は、第１項及び前項の規定により奨励金の返還を決定したときは、定住促進奨励

金返還決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（現況調査） 

第10条 町長は、必要があると認めたときは、奨励金の交付を受けようとする者若しくは

奨励金の交付を受けた者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調

査を行うことができる。 

（適用除外） 

第11条 町長は、次に掲げる者には、奨励金を交付しない。 

(１) 住宅の取得等に関し、町の同種の補助制度による補助金その他これに準ずるもの

で町長が指定するものの交付を受けた者 

(２) 旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条に規定する旅館業の営業及びこれに準ず

る宿泊施設の営業とみなされるもの 

(３) 世帯員の１親等以内の親族から対象住宅を取得するとき。 

（書類の省略） 

第12条 町長は、この告示の規定により申請書等に添付しなければならない書類により証

明すべき事項を、公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させるこ

とができる。 

（その他） 

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
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この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 


